
大田山の会規約 

発行日：２０１８年１２月９日  

 

第一章 総則 
 

第一条 この会は「大田山の会」と称し、東京都勤労者山岳連盟を通じて日本勤労者山岳連

盟に団体加盟し、事務所を大田区内におきます。 
 

第二条 この会は大田区を中心とした京浜地域一帯の地域・職場・学校その他の登山愛好者

の個人加入を原則とします。 
 

 

第二章 目的と活動 
 

第三条 この会は、安全登山を基調とする登山観を身につけ、仲間を大切にし、会員相互の

交流をはかり、登山を広く市民のものとした登山団体を目指します。 
 

第四条 前条の目的を遂行するために、会員の自主的運営によって次の活動を行います。 
１．定例集会、定例山行及び安全登山の教育と指導（登山理念・理論・技術・実地訓練）

等を行います。 

２．生命を大切にする教育活動を中心に遭難事故防止活動の充実をはかり、会員の事故

発生時は万全な事後対策を行います。 

３．地域、職場に登山活動を広げるため、ホームページ等のメディアを活用し、公開登山

や登山教室等の活動を行います。 

４．会と会員とのつながりを密接にするため、機関誌「モルゲンロート」を発行し、会の登

山記録を集約した会報「あしあと」を発行します。 

５．登山に関する専門誌などの活用と、日本勤労者山岳連盟等の出版物の活用を行いま

す。 

６．加盟する連盟との関係を密接にするとともに、関係諸団体との協力・連帯を深める活

動を行います。 

７．後世に豊かな自然を残すため、自然保護活動に取り組みます。 

 



第三章 会員 
 

第五条 この規約を承認し、定められた入会金・会費を納め所定の手続きをすれば誰でも会

員になることができます。 
 

第六条 会員は定められた集会と山行に参加し、定められた会費を前納し、山行を積極的に

実践するとともに、会運営に積極的に参加しなければなりません。 
 

第七条 会員は山行前に計画書を作成し、適切な指導や助言を受けるとともに、下山後はす

みやかに報告をしなければなりません。 
 

第八条 会員はこの会の全ての活動に自由に参加できます。ただし、理由なく三カ月以上会

費を納めない場合は会員の資格を失います。退会する場合は会員証を返却し、その

旨通知しなければなりません。 
 

第九条 会員は他の会員の望まないハラスメントに当たる行為をしてはなりません。会は、

ハラスメントを防止するために会員へ向け啓発を行なうとともに、会員からのハラ

スメントに関する相談を受け、問題解決へ向けた適切な指導と措置を行ない、会か

らハラスメントを排除するものとします。 
 

第十条 会員は他の会員のプライバシーや個人情報を取り扱う際、その取り扱いに注意を払

うとともに、その保護に配慮しなければなりません。 
 

第十一条 会員はここに定める規約及び別に定める諸規定を守らなければなりません。それ

らを無視または放棄したり、会員として品性に欠けた言動をとったり、会に多大な

損害を与えた場合には、退会を勧告されるか、除名されることがあります。 
 

第四章 機関と役員 
 

第十二条 この会に次の機関をおきます。 
１．総会 

総会は、この会の最高議決機関であり、年一回、原則として会長が召集します。なお、会

長および運営委員会が必要と認めた場合は臨時に開くことができます。 

また、会員の半数以上が請求した場合は開かなければなりません。 

総会は委任状を含め会員の過半数の出席をもって成立し、決定は出席者の過半数をもっ

て行います。 

２．運営委員会 

運営委員会は総会に次ぐ議決機関であり、会計監査を除く役員で構成されます。会長が

必要に応じて召集し、総会の決定に基づいて日常業務を執行します。 



３．安全登山委員会 

安全登山についての教育訓練活動を行うとともに会員の山行管理を行います。 

４．事務局 

事務局は、専門部を設けて運営委員会で決められた事項を処理するとともに会員に周知

徹底をはかります。 

５．遭難対策本部 

会員の遭難事故発生または遭難と判断される場合、速やかに、会長を本部長とする遭難

対策本部を設け、遭難救助活動を行うとともに報告書の作成を含めた事故後の処理全般

を進めます。 

６．各種委員会及び研究会 

運営委員会は会務を日常執行していくうえで、総会決議に反しない範囲において各種委

員会及び研究会を必要に応じて設置することができます。 

 

第十三条 この会に次の役員をおきます。 
会長  一名 

副会長  若干名 

安全登山委員長 一名 

事務局長  一名 

運営委員  若干名 

会計監査  二名 

 

１．会長 

会を代表し、会務全般を統括します。 

２．副会長 

会運営を分担執行するとともに会長を補佐し、会長に事故ある時は代行します。 

３．安全登山委員長 

遭難事故防止の教育、訓練、山行管理を行います。 

４．事務局長 

会運営の実務全般を処理します。 

５．運営委員 

会運営を分担し日常業務を執行します。また、会長・副会長等を補佐します。 

６．会計監査 

会の財政を随時監査します。 

 

役員は前期運営委員会で推薦し、総会において無記名投票により選出します。 

ただし、立候補を妨げるものではありません。 

役員の任期は次の総会までとし、再選は妨げません。役員の補充は運営委員会で 

決定し、任期は前任者の残り期間とします。 

 



第五章 財政 
 

第十四条 この会の財政は、一般会計と特別会計で構成され、その会計年度は１１月１日か

ら翌年１０月３１日迄とします。 
 

第十五条 一般会計は、会の通常の運営で必要となる経費を会費や入会金等の収入で賄うこ

とを目的に設置し、特別会計は、会の緊急かつ多額な支出に備えるために、遭難

対策基金や予備費を積み立てることを目的に設置します。 
 

第十六条 入会金ならびに会費等の取り扱いは会費規定で定めます。 
 

第十七条 一般会計は、総会で承認された予算に基づき運営委員会が執行し、特別会計は、

総会の承認をもって執行します。 
 

第十八条 一般会計と特別会計は、年度終了後すみやかに決算と会計監査を行い、総会にて

その内容を報告し承認を受けます。 
 

第六章 付則 
 

第十九条 この規約に定めない事項については、運営委員会にはかり処理することとします。 
 

第二〇条 この規約と会の秩序を保持するために、運営委員会の発議で諸規定を定めます。 
 

第二一条 この規約の改廃は総会で行い、決定は出席者の三分の二以上をもって行います。 
 

 

制定／改定履歴 
１．１９６６年４月９日制定 

２．一部改定１９６８、１９７０、１９７１、１９７２、１９７４、１９８８、１９８９、２０００年 

３．会費改定１９６９、１９７２、１９７３、１９７６、１９７９、１９８２、１９９０年 

４．２００６年１２月３日全面改定 

５．２００８年１２月７日改定 

６．２０１３年１２月８日改定 

７．２０１６年１２月１１日改定 

８．２０１７年１２月１０日改定 

９．２０１８年１２月９日改定 


